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事務局主査：本田 侑

令和7年度第６回三春町農業委員会議事録

令和７年８月１８日（月）午後３時１５分より三春町役場２階大会議室におい
て令和7年度第６回三春町農業委員会を開催した。

　事務局より、農業委員会に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第２７条
第３項の規定により過半数が出席したので会議は成立したことを告げた。



８ 議事

それでは、議事に入ります。

会長の議長でよろしくお願いいたします。

議案第３０号 農地法第３条の規定による許可申請について

１０番　　佐久間　 稔　委員、現地調査報告

　質問、意見等なし

　異議なし。

議案第３０号 農地法第３条の規定による許可申請について

議案第３１号 農地法第５条の規定による許可申請について

事務局長：

議　長：

　はじめにNo.1について、事務局の説明を求めます。

事務局：

事務局： （議案説明）

議　長：
　現地調査をした１０番佐久間委員から現地調査の結果を報
告してください。

委　員：

委　員：

議　長：

一　同：

議　長：

全　員：

議　長：

議　長：

事務局：

事務局： （議案説明）

　「議案第３０号　農地法第３条の規定による許可申請につ
いて」を議題とします。

　この案件は、農地法第３条第１項の規定に基づく許可申請
により、農地の所有権を移転しようとするものです。
　場所は、実沢地内沢石５区集会所から南へ７０ｍのところ
と２４０のところ、東へ１２０ｍのところ。また、大根房池
から東に３０ｍのところです。

　８月８日午後１時３０分から、事務局と私で、現地調査を
行い、申請書を確認しました。
　申請地は、一部保全管理されている所もありましたが、作
付がされており、適正に管理されていることから、許可する
ことに異議はないものと認められます。
　以上、現地調査の報告といたします。

　ただいまの、事務局からの説明及び現地調査結果報告につ
いて質問・意見はございませんか。

　質問、意見等ないようですので、採決いたします。
　この申請について、許可することにご異議ありませんか。

　異議がないようですので、この案件を、申請のとおり許可
することに決定いたします。

　続いて、議案３０号No.２と議案３１号No.１は関連があり
ますので、これらについて事務局の説明を求めます。

　この案件は、農地法第３条第１項の規定に基づく許可申請
により、農地の所有権を移転しようとするものと、農地法第
５条第１項の規定に基づく許可申請により、農地を宅地に転
用しようとするものです。
　場所は、鎌田前地内の高柳自工から北東に２４０ｍのとこ
ろです。



　４番　　橋 本 文 夫　委員、現地調査報告

　質問、意見等なし

　異議なし。

議案第３２号 三春町農業経営基盤強化促進基本構想の変更について

　質問、意見等なし。

　異議なし。

議　長：
　現地調査をした４番橋本委員から現地調査の結果を報告し
てください。

委　員：

委　員：

議　長：

一　同：

議　長：

全　員：

議　長：

議　長：

　諮問された産業課農林グループ職員からの説明を求めま
す。

農林Ｇ： （説明）

議　長：

一　同：

議　長：

全　員：

議　長：

議　長：

　８月７日午後３時から、事務局と私で、現地調査を行い、
申請書を確認しました。
　申請地は、北側南側に宅地、西側が公衆用道路、東側を農
地に囲まれています。
　農地については、本申請により日照が遮られることは無
く、通風にも影響はないものと見受けられますので、この転
用は止むを得ないものと思われます。
　以上、現地調査の報告といたします。

　ただいまの、事務局からの説明及び現地調査結果報告につ
いて質問・意見はございませんか。

　質問、意見等ないようですので、採決いたします。
　この申請について、許可することにご異議ありませんか。

　異議がないようですので、この案件を、申請のとおり許可
することに決定いたします。

　「議案第３２号　三春町農業経営基盤強化促進基本構想の
変更について」を議題とします。

　ただいまの、事務局からの説明について質問・意見はござ
いませんか。

　質問、意見等ないようですので、採決いたします。
　この申請について、異議なしとすることに異議ありません
か。

　異議がないようですので、この案件を、異議なしとするこ
とに決定いたします。

　本日の審議案件は以上でありますので、第６回三春町農業
委員会の議事を終了いたします。



９

本議事録を作成し、ここに相違ないことを認め署名する。

　９番委員

１０番委員

令和7年度第６回三春町農業委員会を午後３時４５分に閉会した。

　議　　長 影 山 忠 夫

大 内 昌 子

佐久間　 稔


